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 　３月１７日、最高裁判所第一小法廷は、突然、石川一雄さんの家に決定文を送りつけました。石川さんと弁護団が申し立てていた狭山事件の再審請求・特別抗告を棄却する決定でした。１９８６年８月にはじめた第２次再審請求は、この最高裁の突然の決定で終わりました。１９年間、裁判所は、何を審理したのでしょう。弁護団が提出した、石川さんの無実を明らかにした新証拠は、筆跡鑑定書１９通、元警察鑑識課員の鑑定書７通、法医学者の鑑定書、３次元スキャナを使った足跡についての鑑定書など、たくさんありました。しかし、裁判所は、一度も、鑑定人の証人調べや現場検証などの事実調べをやらなかったのです。新証拠を提出するという弁護団との面会の約束も、わたしたちが集めた署名を受け取るという約束も無視して、不意打ちで棄却決定を出す最高裁のやりかたを信じられない気持ちです。わたしたちは、このような裁判所のやりかたに強い疑問、憤りを感じます。
そして、最高裁判所は、「石川さんと犯人の筆跡が違うのは書くときの条件や心理の影響だ」とか、「石川さんの指紋がないのは指紋がつかないようにしたからかもしれない」とか、不公平で、市民常識からしてもおかしな判断・推測を積み重ねて、一方的に決めつけて再審を棄却しています。これは、もはや裁判とは呼べません。
東京高等検察庁は、積み上げると２～３メートルもあるという手持ち証拠を弁護団にいまだに開示しようとしていません。手持ち証拠のリストを見せることさえ拒否しています。

こんな不公平な裁判では、司法にたいする市民の信頼はなくなってしまいます。

政府や最高裁は、これから市民が司法に参加する時代だといいます。しかし、狭山事件の裁判に見られるように、いまの司法は、無実を叫んでいる当事者の訴えを聞こうとせず、市民の声に耳を傾けようともしていないのです。

石川一雄さんが、２４歳で、身におぼえのない殺人事件で逮捕され、えん罪におとしいれられて４２年もの歳月が流れました。３２年間の獄中生活を余儀なくされ、仮出獄してからも、無実を叫びつづける石川さんの無念はどれほどでしょう。しかし、石川さんが無実であり、狭山事件がえん罪であること、権力の威信しか考えず、市民の常識的判断とかけ離れた日本の司法の姿を多くの市民が知るようになっています。
弁護団は、いま３回目の再審請求を東京高裁に提出する準備をすすめています。

わたしたちは、一日も早く、事実調べをしてほしい、再審を開始してほしいという石川一雄さんの願いを実現するために、えん罪を訴え、公正な裁判を求める人たち、人権の確立をめざす多くの人たちとともに、市民の力で司法を変えるために、きょうここに集まりました。わたしたちは、もっともっと市民の力を集めて、石川一雄さん、弁護団とともに、狭山事件の再審を実現し、えん罪を晴らす闘いをすすめます。
　「真実はかならず勝利する」――わたしたちは、４２年目の決意をこめて、市民に訴えます。石川さんは無実です。狭山事件の再審を市民の力で実現しよう！
　２００５年５月２４日

狭山事件の再審を求める市民集会　参加者一同







